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小
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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
小
宮
山
泰
子
君
提
出
公
共
調
達
に
お
け
る
随
意
契
約
の
情
報
公
開
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日
受
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答

弁

第

三

三

四

号



衆
議
院
議
員
小
宮
山
泰
子
君
提
出
公
共
調
達
に
お
け
る
随
意
契
約
の
情
報
公
開
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
九
条
第
一
号
の
「
国
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必

要
が
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
契
約
担
当
官
及
び
支
出
負
担
行
為
担
当
官
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
判
断
基
準
は
、
例
え
ば
、
外
交
、
防
衛
な
ど
の
活
動
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
大
な
支
障

が
生
じ
、
公
の
秩
序
又
は
公
共
の
安
全
の
維
持
が
困
難
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

具
体
的
な
契
約
に
つ
い
て
は
、
「
国
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
「
国
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
」
と
し
て
随
意
契
約
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
会
計
検
査
院

に
よ
る
検
査
の
対
象
と
な
る
。

三
に
つ
い
て

一



行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
基
づ
き
開
示
請
求
が
行
わ
れ

た
随
意
契
約
に
関
す
る
行
政
文
書
及
び
そ
の
開
示
・
不
開
示
の
決
定
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
膨
大
な
作
業
を
要
す

る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

国
の
契
約
は
、
一
般
競
争
入
札
が
原
則
で
あ
り
、
「
国
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
」
と
し
て
随
意
契
約
を

行
う
場
合
に
も
、
こ
の
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
厳
格
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
、

秘
密
の
保
持
が
困
難
と
な
る
競
争
入
札
を
行
う
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

一
般
に
、
「
国
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
」
に
は
、
そ
の
行
為
自
体
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
契
約
に
係
る
情
報
の
一
部
で
あ
っ
て
も
公
表
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

二



一
般
に
、
随
意
契
約
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
財
務
省
通
知
（
平
成
十
七
年
二
月
二
十
五
日
財
計
第
四
〇
七
号
）
等
に

お
い
て
、
そ
の
公
表
に
つ
き
定
め
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

随
意
契
約
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
取
組
を
進
め
て
お
り
、
公
益
法
人
等
と
の
随
意
契
約
に
つ
い
て
、
一
般

競
争
入
札
が
原
則
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
見
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
十
八
年
六
月
十
三
日
の
「
公
共
調
達
の
適
正
化

に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
」
に
お
い
て
、
競
争
性
の
な
い
随
意
契
約
を
一
般
競
争
入
札
等
へ
改
め
る
た
め
の
「
各
府
省

の
随
意
契
約
見
直
し
計
画
」
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
公
益
法
人
等
以
外
の
者
と
の
随
意

契
約
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
年
内
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


